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議  事  日  程 

 

                            令和４年１１月２９日 

 

日程第 １        会議録署名議員指名 

日程第 ２        会期の決定 

日程第   諮問第 ３号 人権擁護委員の推薦について 

日程第   諮問第 ４号 人権擁護委員の推薦について 

日程第   諮問第 ５号 人権擁護委員の推薦について 

日程第   諮問第 ６号 人権擁護委員の推薦について 

日程第   諮問第 ７号 人権擁護委員の推薦について 

日程第   報告第１５号 専決処分事項報告について（和解及び損害賠償の額の決

定） 

日程第   議案第７１号 教育委員会委員の任命について 

日程第   議案第７２号 第５次交野市基本構想の策定について 

日程第   議案第７３号 交野市事務分掌条例の一部を改正する条例について 

日程第   議案第７４号 交野市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて 

日程第   議案第７５号 交野市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定につい

て 

日程第   議案第７６号 交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

の制定について 

日程第   議案第７７号 交野市教育委員会委員の数を定める条例の制定について 

日程第   議案第７８号 交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータ

ヘルス計画推進審議会条例の制定について 

日程第   議案第７９号 東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例の制定について 

日程第   議案第８０号 指定管理者の指定について（交野市立いわふね自然の森

スポーツ・文化センター） 

日程第   議案第８１号 市道の廃止及び認定について 
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日程第   議案第８２号 令和４年度交野市一般会計補正予算（第７号）について 

日程第   議案第８３号 令和４年度交野市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第   議案第８４号 令和４年度交野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 
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諮問第３号 

 

人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

現 住 所   交野市妙見東４丁目１１番７号 

氏  名   古 賀  啓 三 郎 

生年月日   昭和２５年１０月２９日 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 令和５年６月３０日任期満了に伴い、再推薦したいため。 
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（参考）  

履   歴   書 

 

現  住  所   交野市妙見東４丁目１１番７号  

氏     名   古
こ

 賀
が

  啓
けい

 三
ざぶ

 郎
ろう

 

生 年 月 日   昭和２５年１０月２９日  

 

学       歴 

昭和５０年 ３月  龍谷大学法学部卒業  

昭和５１年 ３月  佛教大学通信教育部小二免課程修了  

 

職       歴 

昭和５１年 ４月   

        ） 大阪府門真市立北小学校教諭  

昭和５４年 ３月  

昭和５４年 ４月   

        ） 大阪府門真市立古川橋小学校教諭  

平成 元年 ３月  

平成 元年 ４月   

        ） 大阪府門真市立南小学校教諭  

平成 ６年 ３月  

平成 ６年 ４月   

        ） 大阪府交野市立倉治小学校教諭  

平成１６年 ３月  

平成１６年 ４月   

        ） 大阪府交野市立私市小学校教頭  

平成２０年 ３月  

平成２０年 ４月   

        ） 大阪府交野市立岩船小学校校長  

平成２３年 ３月  
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平成２３年 ４月   

        ） 財団法人交野市体育文化協会常勤職員  

平成２４年 １月  

平成２４年 ４月   

        ） 大阪府交野市立郡津小学校常勤講師  

平成２５年 ３月  

平成２５年 ４月   

        ） 大阪府交野市立交野小学校常勤講師  

平成２６年 ３月  

 

公   職   歴 

平成２９年 ７月  人権擁護委員 現在に至る。  

平成２９年 ４月    

        ） 交野市妙見東地区区長  

令和 ２年 ３月  

平成２９年 ６月  交野市社会福祉協議会評議委員 現在に至る。 

平成３１年 ４月    

        ） 妙見坂小学校区福祉委員会副委員長 

令和 ２年 ３月 
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諮問第４号 

 

人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

現 住 所   交野市星田６丁目３０番１４号 

氏  名   柏 原  せ つ 子 

生年月日   昭和２４年４月２６日 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 令和５年６月３０日任期満了に伴い、再推薦したいため。 
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（参考）  

履   歴   書 

 

現  住  所   交野市星田６丁目３０番１４号  

氏     名   柏
かし

 原
はら

  せ つ 子
こ

 

生 年 月 日   昭和２４年４月２６日  

 

学       歴 

昭和４５年 ３月  大阪成蹊女子短期大学体育学科卒業  

 

職       歴 

昭和４５年 ４月   

        ） 大阪府大東市立南郷小学校教諭  

昭和５２年 ３月  

昭和５２年 ４月   

        ） 大阪府大東市立四条北小学校教諭  

昭和５７年 ３月  

昭和５７年 ４月   

        ） 大阪府交野市立岩船小学校教諭  

平成 ４年 ３月  

平成 ４年 ４月   

        ） 大阪府交野市立交野小学校教諭  

平成１０年 ３月  

平成１０年 ４月   

        ） 大阪府交野市立妙見坂小学校教諭  

平成１６年 ３月  

平成１６年 ４月  

        ） 大阪府交野市立私市小学校教諭  

平成２２年 ３月  

平成２２年 ４月   
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        ） 大阪府交野市立私市小学校非常勤講師  

平成２４年 ３月  

平成２４年 ４月   

        ） 大阪府交野市立倉治小学校非常勤講師  

平成２６年 ３月  

 

公   職   歴 

平成２９年 ７月  人権擁護委員 現在に至る。  
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諮問第５号 

 

人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

現 住 所   交野市松塚４８番１８号 

氏  名   町 谷  雄 次 

生年月日   昭和１７年２月９日 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 松田 茂夫氏の任期満了（令和５年６月３０日）に伴い、後任候補者とし

て推薦したいため。 
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（参考）  

履   歴   書  

 

現  住  所   交野市松塚４８番１８号  

氏     名   町
まち

 谷
や

  雄
ゆう

 次
じ

 

生 年 月 日   昭和１７年２月９日  

 

学       歴 

昭和４１年 ３月  大阪市立大学法学部卒業 

 

職       歴 

昭和３５年 ５月   

          大阪法務局  

          法務省民事局  

          大臣官房秘書課  

          総理府人事局  

          法務省訟務局  

昭和６３年 ３月 

昭和６３年 ４月   

        ） 法務省人権擁護局法務専門官・補佐官 

平成 ４年 ３月 

平成 ４年 ４月   

        ） 大津地方法務局総務課長 

平成 ５年 ７月  

平成 ５年 ８月   

） 大阪法務局総務部庶務課長 

平成 ７年 ３月  

平成 ７年 ４月  

        ） 高松法務局人権擁護部長 

平成 ９年 ３月 
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平成 ９年 ４月   

        ） 大津地方法務局長 

平成１０年 ３月 

平成１０年 ４月 

        ） 大阪法務局民事行政部長 

平成１１年 ３月 

平成１１年 ４月 

        ） 大阪法務局総務部長  

平成１３年 ４月 

平成１４年 ２月  

        ） 奈良地方法務局所属公証人（高田公証役場） 

平成２３年 ５月 

 

賞       罰 

平成２４年 ４月  瑞宝小綬章受章 
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諮問第６号 

 

人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

現 住 所   交野市妙見東３丁目７番１５号 

氏  名   西 尾  喜 久 男 

生年月日   昭和２２年３月１６日 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 大田 律子氏の任期満了（令和５年６月３０日）に伴い、後任候補者とし

て推薦したいため。 
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（参考）  

履   歴   書 

 

現  住  所   交野市妙見東３丁目７番１５号  

氏     名   西
にし

 尾
お

  喜
き

 久
く

 男
お

 

生 年 月 日   昭和２２年３月１６日  

 

学       歴 

昭和４４年 ３月  愛媛大学文理学部卒業  

 

職       歴 

昭和４４年 ４月   

        ） 四條畷学園高等学校非常勤講師  

昭和４５年 ３月  

昭和４５年 ４月   

        ） 同志社香里中・高等学校教諭  

平成２３年 ３月  
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諮問第７号 

 

人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

現 住 所   交野市星田山手３丁目１１番５号 

氏  名   東  恵 美 

生年月日   昭和３６年１２月８日 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 九門 りり子氏の任期満了（令和５年６月３０日）に伴い、後任候補者と

して推薦したいため。 
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（参考）  

履   歴   書  

 

現  住  所   交野市星田山手３丁目１１番５号  

氏     名   東
あずま

  恵
え

 美
み

 

生 年 月 日   昭和３６年１２月８日  

 

学       歴 

昭和５９年 ３月  大阪音楽大学音楽学部卒業 

 

職       歴 

昭和５９年     音楽教室 現在に至る 

 

昭和５９年     ピアニスト・声楽家 現在に至る 
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報告第１５号 

 

     専決処分事項報告について（和解及び損害賠償の額の決定）  

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並び

に市長の専決処分事項の指定について（昭和５３年１２月２２日議決）第１項及び第

２項の規定により、専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報

告する。  

 

  専決処分書写……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出 

 

 

                        交野市長  山 本   景 

 

 

 和解及び損害賠償の額を定めるについて  
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（写）  

４専第９号  

 

専   決   処   分  書  

 

 次のとおり、和解及び損害賠償の額を定めるにつき、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項の指定について（昭和５３年

１２月２２日議決）第１項及び第２項の規定により専決処分する。  

 

１  内   容   市が相手方に、損害賠償額として金３６３，０００円を支払う。  

２  相 手 方   住 所  ■■■■■■■  

氏  名 ■■■■■■■  

３  示 談 日   令和４年１１月２日  

４  事 案 概 要   令和４年９月７日（水）午後１時１０分頃、粗大ごみを収集中、

交野市妙見坂４丁目６－７において、ごみの排出場所まで塵芥車

を後退させる際、左後方にある住宅の駐車場（カーポート）の屋

根に接触し、破損させたもの。  

 

５  そ の 他   相手方修理費              ３６３，０００円  

         対物共済保険額              ３６３，０００円  

市持出額                        ０円  

 

 

令和４年１１月２日  

 

交野市長  山  本  景  
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議案第７１号  

 

教育委員会委員の任命について  

 

 次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求

める。  

 

現 住 所   交野市郡津１丁目１番３０８号  

氏  名   大 平  香 寿 美  

生年月日   昭和５５年４月２９日  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 

提案理由 令和４年１０月２７日の任期満了に伴い、再任したいため。  
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（参考）  

履   歴   書  

 

現  住  所   交野市郡津１丁目１番３０８号  

氏     名   大
おお

 平
ひら

  香
か

 寿
ず

 美
み

 

生 年 月 日   昭和５５年４月２９日  

 

学       歴  

平成１８年 ３月  立命館大学法科大学院修了  

 

            職       歴  

平成２０年１２月  

） 大阪船場法律事務所  

平成２５年 ９月         

平成２５年１０月  梅田東法律事務所（独立開業） 現在に至る。  

 

公   職   歴  

平成２８年１２月   

         ）交野市法務職  

平成２９年 ３月  

平成２９年 ４月   

         ）交野市教育委員会委員  

令和 ４年１０月  

 

そ   の   他  

平成１９年 ９月  司法試験合格  

平成１９年１１月   

        ） 最高裁判所司法修習生  

平成２０年１１月   

平成２０年１２月  日本弁護士連合会・大阪弁護士会登録  
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議案第７２号  

 

第５次交野市基本構想の策定について  

 

 次のとおり第５次交野市総合計画基本構想を定めたいので、交野市基本構想条例（平

成２２年条例第２７号）第３条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

  第５次交野市総合計画基本構想案……別紙  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  
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議案第７３号  

 

交野市事務分掌条例の一部を改正する条例について  

 

交野市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 重点施策をより効果的、効率的に推進していくため、今年度に実施した

機構改革を踏まえ、総務部に係る事務分掌の一部を改正し、部に属さない

室として財産管理室を設置したいため。  
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交野市事務分掌条例の一部を改正する条例案  

交野市事務分掌条例の一部を改正する条例  

 

交野市事務分掌条例（平成９年条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

第１条第２項に次の１号を加える。  

(2) 財産管理室  

第２条第１項第１４号を削る。  

第２条の２に次の１項を加える。  

２ 第１条第２項第２号に規定する室の事務分掌は次のとおりとする。  

(1) 営繕、管財に関すること。  

(2) 市有財産の総合調整及び活用等に関すること。  

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第７４号  

 

交野市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について  

 

 交野市個人情報の保護に関する法律施行条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めたいため。 
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交野市個人情報の保護に関する法律施行条例案  

交野市個人情報の保護に関する法律施行条例  

 

（趣旨）  

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（用語）  

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、水道事業管理者、教育委員会、監査

委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。  

２ この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号）で使用する用語の例による。  

（費用負担）  

第３条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とす

る。  

２ 法第８７条第１項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの

交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。  

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者について経済的困難その他特別の

理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減

額し、又は免除することができる。  

（開示決定等の期限）  

第４条 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならない。ただ

し、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。  

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を１５日以内に限り延長することができる。この場合におい

て、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。  

 （開示決定等の期限の特例）  
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第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から

３０日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人

情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機

関は、前条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。  

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由  

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  

（個人情報の管理）  

第６条 実施機関は、法第５章第２節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、

個人情報管理責任者を定めなければならない。  

 （運用状況の公表）  

第７条 実施機関は、毎年度、この制度の運用状況について公表するものとする。  

 （委任）  

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（交野市個人情報保護条例の廃止）  

２ 交野市個人情報保護条例（昭和６３年条例第１０号。以下「旧条例」という。）は、

廃止する。  

（経過措置）  

３ 施行日前に旧条例第１３条から第１６条の２までの規定による請求がされた場合にお

ける旧条例に規定する個人情報の閲覧等、訂正、削除及び目的外利用等の中止並びに特

定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。  

４ 第２項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰について

は、その失効後も、なお従前の例による。  
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（交野市暴力団排除条例の一部改正）  

５ 交野市暴力団排除条例（平成２４年条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

第１６条第１項中「交野市個人情報保護条例（昭和６３年条例第１０号）第３条第３

号に規定する実施機関」を「交野市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条

例第 号）第２条第１項に規定する実施機関及び議会（以下「実施機関」という。）」

に、「交野市個人情報保護条例第３条第１号」を「個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）第２条第１項」に改める。  

（交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正）  

６ 交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１１

号）の一部を次のように改正する。  

  第１２条第１項中「、交野市個人情報保護条例（昭和６３年条例第１０号）第２６条

の２の規定」を「、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め

る。  
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議案第７５号  

 

交野市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について  

 

 交野市情報公開・個人情報保護審査会条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 交野市情報公開審査会及び交野市個人情報保護審査会を統合し、新たに

交野市情報公開・個人情報保護審査会を設置したいため。  
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交野市情報公開・個人情報保護審査会条例案  

交野市情報公開・個人情報保護審査会条例  

 

（設置）  

第１条 次に掲げる行為を行うため、交野市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査

会」という。）を置く。  

⑴ 交野市情報公開条例（平成１０年条例第２１号。以下「情報公開条例」という。）

第１４条第３項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。  

⑵ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」

という。）第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に応じ審

査請求について調査審議すること。  

⑶ 交野市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第 号。以下「議会個人

情報保護条例」という。）第４５条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について

調査審議すること。  

（組織及び委員）  

第２条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。  

２ 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。  

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４ 委員は、再任されることができる。  

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。  

（会長）  

第３条 審査会に、会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。  

３ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  

（会議）  

第４条 審査会の会議は、会長（会長が定められていない場合にあっては、市長）が招集

し、会長がその議長となる。  

２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  
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３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。  

（審査会の調査権限）  

第５条 審査会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる実施機関（以下「諮問

庁」という。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるもの（以下「審査請求対象公

文書」という。）の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会

に対し、その提示された審査請求対象公文書の開示を求めることができない。  

⑴ 情報公開条例第１４条第３項の規定により諮問をした情報公開条例第２条第１号に

規定する実施機関 情報公開条例第９条第１項に規定する開示請求の決定に係る公文

書  

⑵ 個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定により諮問を

した交野市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第  号）第２条第１

項に規定する実施機関 個人情報保護法第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は

第１０２条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有

個人情報（個人情報保護法第６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。）が記録

されている公文書  

⑶ 議会個人情報保護条例第４５条第１項の規定により諮問をした交野市議会 議会個

人情報保護条例第２０条第５号ア、第３５条第１項又は第４２条第１項に規定する開

示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報（議会個人情報保護条

例第２条第４項に規定する保有個人情報をいう。）が記録されている公文書  

２ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求対象公文書に記録さ

れている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、

審査会に提出するよう求めることができる。  

３ 諮問庁は、審査会から第１項又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。  

（委員による調査手続）  

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第１項の規定

により提示された審査請求対象公文書を閲覧させることができる。  

 （審査会に係る手数料）  
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第７条 審査会に係る行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第３項におい

て読み替えて準用する同法第７８条第４項及び第５項の規定により納付する手数料の額

並びに手数料の減額及び免除については、交野市行政不服審査に関する条例（平成２８

年条例第２号）第１条に規定する交野市行政不服審査会に係る手数料の例による。  

 （審査会の調査審議の手続）  

第８条 審査会における調査審議の手続は、前３条の規定及び行政不服審査法第５章第１

節第２款の規定の例によるほか、審査会が定める。  

（会議の非公開）  

第９条 審査会の会議は、非公開とする。  

（庶務）  

第１０条 審査会の庶務は、総務部において処理する。  

（委任）  

第１１条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（交野市情報公開条例の一部改正）  

２ 交野市情報公開条例の一部を次のように改正する。  

  第９条第４項中「第８条」を「前条」に改める。  

第１４条第１項中「（実施機関が水道事業管理者の場合は市長。以下同じ。）」を削

り、同条第３項中「交野市情報公開審査会（以下「審査会」という。）」を「交野市情

報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年条例第 号）第１条に規定する交野市情報

公開・個人情報保護審査会」に改め、同条に次の１項を加える。  

 ４ 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通

知しなければならない。  

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。

以下同じ。）  

⑵ 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。）  

⑶ 当該審査請求に係る公文書の開示について異議を述べている第三者（当該第三者
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が審査請求人又は参加人である場合を除く。）  

  第１５条及び第１６条を次のように改める。  

 第１５条及び第１６条 削除  

  第１７条の見出し中「決定」を「裁決」に改め、同条第１項中「前条の規定による」

を「第１４条第３項の」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第２項中「前条第６項」

を「第１１条第２項」に、「審査会で」を「実施機関に」に、「ことを決定」を「旨の

裁決を」に改める。  

（経過措置）  

３ 前項の規定による改正前の交野市情報公開条例（以下「旧情報公開条例」という。）

第１５条第６項の規定又は交野市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第２項の規

定による廃止前の交野市個人情報保護条例（昭和６３年条例第１０号。以下「旧個人情

報保護条例」という。）第２１条第６項若しくは第２２条第７項の規定による職務上知

り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。  

４ 施行日前に旧情報公開条例第１４条第３項の規定又は旧個人情報保護条例第２０条第

３項の規定によりされた諮問は、審査会にされたものとみなし、当該諮問に係る調査審

議については、なお従前の例による。  
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議案第７６号  

 

交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について  

 

 交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項

を定めたいため。  
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交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案  

交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例  

 

（目的）  

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用

する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る

関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向

上に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。  

⑴ 条例等 市の条例及び規則（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の

４第２項に規定する規程、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に

規定する管理規程及び議会の規程を含む。以下同じ。）並びに大阪府の条例及び規則

（地方自治法第２５２条の１７の２第１項又は地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第５５条第１項の規定により本市が処理すること

とされた事務に係るものに限る。）をいう。  

⑵ 市の機関等 市長、地方自治法第１３８条の４第１項の規定に基づき市に置かれる

執行機関、地方公営企業法第７条本文の規定に基づき置かれる管理者、議会若しくは

これらに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等上独

立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者をいう。  

⑶ 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その

他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。  

⑷ 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載するこ

とをいう。  

⑸ 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
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をいう。  

⑹ 申請等 申請、届出その他の市の機関等に対して行われる通知をいう。  

⑺ 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通

知その他の市の機関等が行う通知（不特定の者に対して行うものを除く。）をいう。  

⑻ 縦覧等 市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧

に供することをいう。  

⑼ 作成等 市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。  

⑽ 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。  

（電子情報処理組織による申請等）  

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、

規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織（市の機関等の使用に

係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用

する方法により行うことができる。  

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請

等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例

等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。  

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受

ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当

該市の機関等に到達したものとみなす。  

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該

署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人

番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第８条に

おいて同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定め

るものをもって代えることができる。  

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料又は使用料の納付
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の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該手数料又は使用料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で

定めるものをもってすることができる。  

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係

る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等の

うちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適

当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところ

により、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この

場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の

規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）」とする。  

（電子情報処理組織による処分通知等）  

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にか

かわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する

方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理

組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該

処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。  

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通

知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当

該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。  

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をするこ

とが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に

は、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかに

する措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。  
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５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分

通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当

該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難

又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等

で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規

定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行

われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項

から第４項までにおいて同じ。）」とする。  

 （電磁的記録による縦覧等）  

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条例等の規

定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録さ

れている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。  

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、

当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当

該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。  

 （電磁的記録による作成等）  

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定める

ところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。  

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等

の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に

関する条例等の規定を適用する。  

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当

該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定め

るものをもって代えることができる。  

 （適用除外）  
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第７条 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているも

の（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うこ

とが規定されているものを除く。）については、第３条から前条までの規定は、適用し

ない。  

 （添付書面等の省略）  

第８条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則等で定める書面等であって当該

申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されて

いるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をす

る者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当

該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使

用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することがで

きる場合には、添付することを要しない。  

 （情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表）  

第９条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関等に

係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の

推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するも

のとする。  

 （委任）  

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で

定める。  

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第７７号  

 

交野市教育委員会委員の数を定める条例の制定について  

 

 交野市教育委員会委員の数を定める条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３条ただし書の規定に基づ

き、交野市教育委員会委員の数を定めたいため。  
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交野市教育委員会委員の数を定める条例案  

交野市教育委員会委員の数を定める条例  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３条ただし

書の規定に基づき、交野市教育委員会の委員の数を６人とする。  

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第７８号  

 

交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及び  

データヘルス計画推進審議会条例の制定について  

 

 交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会条例

を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画の策

定について、調査及び審議を行うにあたり、附属機関を設置したいため。  
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交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会条例  

案  

交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会条例  

 

（設置）  

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、

交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会（以下「審

議会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）第１９条第１項に規定する特定健康診査等実施計画及び国民健康保険法に

基づく保健事業の実施等に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第３０７号）による

データヘルス計画の策定について調査及び審議するほか、必要に応じ、進捗について意

見交換を行う。  

（組織）  

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。  

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。  

⑴ 交野市医師会の会員  

⑵ 交野市歯科医師会の会員  

⑶ 北河内薬剤師会の会員  

⑷ 四條畷保健所の職員  

⑸ 関係行政機関の職員  

⑹ 市民（団体）代表者  

⑺ その他市長が適当と認める者  

（任期）  

第４条 委員の任期は、３年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場

合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長）  

第５条 審議会に、会長及び副会長１人を置く。  
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２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。  

４ 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を認め、説明又は意見を聴

くことができる。  

（守秘義務）  

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。  

（庶務）  

第８条 審議会の庶務は、市民部において処理する。  

（委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に

定める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第７９号  

 

         東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画の区域内  

における建築物の制限に関する条例の制定について  

 

 東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画の決定に基づき、地区計画区域内の

建築物の制限等を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境の形成を

確保したいため。  
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東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例案  

東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例  

 

（目的）  

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第

６８条の２第１項及び都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３９条第１項の規定に

基づき、東部大阪都市計画森北二丁目地区地区計画（以下「森北二丁目地区計画」とい

う。）の区域内における建築物に関する制限及び建築物の緑化率の最低限度を定めるこ

とにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号。以下「令」という。）、都市緑地法及び森北二丁目地区計画の定めるところによ

る。  

（適用区域）  

第３条 この条例は、森北二丁目地区計画の区域内（以下「区域内」という。）に適用す

る。  

（建築物の用途の制限）  

第４条 区域内に建築できる建築物は、別表に掲げる建築物とする。  

（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度）  

第５条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）は、別表

に掲げる数値を超えてはならない。  

（建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度）  

第６条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合（以下「建ぺい率」という。）は、別

表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、大阪府建築基準法施行細則（昭和２５年

大阪府規則第１１１号）第４条各号に掲げる敷地の内にある建築物にあっては、別表に

掲げる数値に１０分の１を加えたものをもって別表に掲げる数値とする。  

（建築物の敷地面積の制限）  
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第７条 低層住宅地区及び既存住宅地区における建築物の敷地面積は、別表に掲げる数値

以上でなければならない。  

（建築物の高さの制限）  

第８条 建築物の高さは、別表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降

機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の

合計が、当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さが５

メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。  

（壁面の位置の制限）  

第９条 建築物の壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から敷地境界線

までの距離は、１．０メートル以上でなければならない。  

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については適

用しない。  

(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、

床面積の合計が５平方メートル以内であること。  

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が３．０メートル以下であること。  

（既存の建築物に対する制限の緩和）  

第１０条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築物について、

次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項

第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条の規定は適用しない。  

(1) 増築又は改築が、基準時（法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受

けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第４条の規定の適用を

受けない期間の始期をいう。以下同じ。）における敷地内におけるものであり、か

つ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対し

てそれぞれ法第５２条第１項から第６項まで及び法第５３条の規定に適合すること。  

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超えないこ

と。  

(3) 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計

は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。  

２ 第７条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同
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条の規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷

地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を

一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する土地については、この限りでない。  

(1) 第７条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の際、改

正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建

築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地  

(2) 第７条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地  

３ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少によ

り、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第７条の規定

に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷

地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する土地については、この限りでない。  

(1) 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面

積の減少がなくとも第７条の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権

利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった

土地  

(2) 第７条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地  

（公益上必要な建築物等の特例）  

第１１条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可

したもの又は土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許

可した建築物については、その許可の範囲内で第４条、第７条、第８条及び第９条の規

定は適用しない。  

２ 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題

等審議会の同意を得なければならない。  

３ 市長は、第１項の規定により第４条に係る許可をする場合においては、あらかじめ、
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その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければな

らない。  

４ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、許可しようとする建築

物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに告示しなけれ

ばならない。  

（緑化率の最低限度）  

第１２条 区域内において、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑

化率を１０分の２以上としなければならない。新築又は増築をした建築物の維持保全を

する者についても、同様とする。  

（緑化率の最低限度の特例）  

第１３条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前条の規定は適用しない。  

(1) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事  

(2) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日にお

ける当該建築物の床面積の合計の１．２倍を超えないもの  

(3) その敷地の周囲に広い緑地（都市緑地法第３条第１項に規定する緑地をいう。）

を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長

が認めて許可したもの  

（かき又はさくの構造の制限）  

第１４条 区域内において、かき又はさくを設置する場合は、透視可能なもの（生垣、ネ

ットフェンス又は鉄柵等をいう。）とし、ブロック塀その他これに類するものは築造し

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでな

い。  

(1) 高さ０．６メートル以下のもの  

(2) 門  

(3) 門の袖で、その長さが２．０メートル以下のもの  

（違反建築物に対する措置）  

第１５条 市長は、第１２条の規定、第１３条第３号に掲げる建築物に係る許可に付され

た条件又は前条の規定に違反している事実があると認められるときは、当該建築物の新

築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正
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するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。  

（報告及び立入検査）  

第１６条 市長は、前条の規定による施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは

増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合、

緑化施設の管理若しくはかき又はさくの構造の制限に関する事項に関し報告させ、又は

本市職員に建築物、その敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施

設、書類その他の物件を検査させることができる。  

２ 前項に規定する本市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった

場合においては、これを提示しなければならない。  

（罰則）  

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。  

(1) 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主  

(2) 法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合における当該建

築物の所有者、管理者又は占有者  

(3) 第５条から第９条までの規定に違反した場合（次号に規定する場合を除く。）に

おける当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従

わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者）  

(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第７条の

規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占

有者  

２ 前項第３号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるも

のであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の

刑を科する。  

３ 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は

個人の業務に関して、前２項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その

法人又は個人に対して第１項の刑を科する。  

第１８条 第１５条の規定による命令に違反した者又は第１６条の規定による報告をせ

ず、虚偽の報告をし、立入検査を拒み、若しくは忌避した者は、３０万円以下の罰金に

処する。  
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（委任）  

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が

別に定める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第４条～第８条関係）  

地区名  用途の制限  容積率  建ぺい率  敷地面積

の制限  

建築物の高さ

の制限  

低層住宅

地区  

次の各号に掲げる建築物以外

は建築してはならない。  

（１） 住宅（３戸建て以上の

長屋を除く。）  

（２） 共同住宅、寄宿舎又は

下宿  

（３） 住宅で延べ面積の２分

の１以上を住宅の用に供し、

次に掲げる用途を兼ねるもの

（これらの用途に供する部分

の床面積の合計が５０平方メ

ートルを超えるものを除

く。）  

ア 事務所（令第１３０条の

３第１号に掲げるものに限

る。）  

イ 日用品の販売を主たる目

的とする店舗  

ウ 理髪店、美容院、クリー

ニング取次店、質屋、貸衣裳

１０分の

１０  

１０分の

５  

１８０平

方メート

ル  

１０メートル

かつ当該部分

から前面道路

の反対側の境

界線又は真北

の敷地境界線

上５メートル

の高さから１

メートルにつ

き１．２５メ

ートル上がる

斜線の内側に

建築物を納め

なければなら

ない。  
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屋、貸本屋その他これらに類

するサービス業を営む店舗  

エ 学習塾、華道教室、囲碁

教室その他これらに類する施

設  

オ 美術品又は工芸品を製作

するためのアトリエ又は工房

（原動機の制限：出力の合計

０．７５kw以下）  

（４） 集会所（近隣住民の集

会の用に供するものに限

る。）  

（５） 診療所（患者の収容施

設があるものを除く。）  

（６） 前各号の建築物に附属

するもの（令第１３０条の５

に掲げるものを除く。）  

既存住宅

地区  

次の各号に掲げる建築物以外

は建築してはならない。  

（１） 住宅（３戸建て以上の

長屋を除く。）  

（２） 共同住宅、寄宿舎又は

下宿  

（３） 住宅で延べ面積の２分

の１以上を住宅の用に供し、

次に掲げる用途を兼ねるもの

（これらの用途に供する部分

の床面積の合計が５０平方メ

１０分の

１０  

１０分の

５  

１８０平

方メート

ル  

１０メートル

かつ当該部分

から前面道路

の反対側の境

界線又は真北

の敷地境界線

上５メートル

の高さから１

メートルにつ

き１．２５メ

ートル上がる
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ートルを超えるものを除

く。）  

ア 事務所（令第１３０条の

３第１号に掲げるものに限

る。）  

イ 日用品の販売を主たる目

的とする店舗  

ウ 理髪店、美容院、クリー

ニング取次店、質屋、貸衣裳

屋、貸本屋その他これらに類

するサービス業を営む店舗  

エ 学習塾、華道教室、囲碁

教室その他これらに類する施

設  

オ 美術品又は工芸品を製作

するためのアトリエ又は工房

（原動機の制限：出力の合計

０．７５kw以下）  

（４） 診療所（患者の収容施

設があるものを除く。）  

（５） 前各号の建築物に附属

するもの（令第１３０条の５

に掲げるものを除く。）  

斜線の内側に

建築物を納め

なければなら

ない。  
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議案第８０号 

 

指定管理者の指定について（交野市立いわふね自然の森 

スポーツ・文化センター） 

 

 次のとおり、交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センターの指定管理者を指

定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称     交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター 

２ 指定管理者となる団体  大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 

              交野スターライトプロジェクトグループ 

              代表企業 シンコースポーツ株式会社 大阪支店 

              支店長 田邊 努 

３ 指定の期間       ９年 

（令和５年４月１日～令和１４年３月３１日） 

 

   令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長  山 本  景 
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議案第８１号 

 

市道の廃止及び認定について  

 

 次の路線を廃止及び認定するにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

  廃止及び認定しようとする路線……別記  

 

   令和４年１１月２９日提出 

 

 

交野市長  山  本  景  

 

 



廃止しようとする路線
路線番号 路線名 起点地番 終点地番 延長（m）

9107 星 田 ９ ９ 号 線
星田９丁目

１６０７番１８

星田９丁目

１６０７番３０
59.77

9103 幾 野 ６ ９ 号 線
幾野３丁目

１７４４番１１

幾野３丁目

１７４４番２
30.30
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認定しようとする路線
路線番号 路線名 起点地番 終点地番 延長（m）

9107 星 田 ９ ９ 号 線
星田９丁目

１６０７番１８

星田９丁目

１６２５番２
63.35

9410 星 田 １ ２ ７ 号 線
星田９丁目

１６２４番１６

星田９丁目

１６２４番１４
50.46

9411 郡 津 １ １ ８ 号 線
郡津３丁目

１２２２番１１

郡津３丁目

１２２２番１２
72.72

9412 郡 津 １ １ ９ 号 線
郡津５丁目

９９５番１０

郡津５丁目

９９５番６
40.98

9413 私 部 １ ５ ８ 号 線
私部７丁目

２４１２番１

私部７丁目

２４１２番８
33.89

9414 幾 野 ７ ７ 号 線
幾野２丁目

２０番１８

幾野２丁目

２０１７番８
39.15

9415 幾 野 ７ ８ 号 線
幾野２丁目

２０１７番３

幾野２丁目

２０１７番６
25.01

9423 幾 野 ７ ９ 号 線
幾野２丁目

２０６７番６

幾野２丁目

２０６７番１５
79.00

9424 幾 野 ８ ０ 号 線
幾野２丁目

２０６７番１５

幾野２丁目

２０６８番１２
33.65

9416 私 部 １ ５ ９ 号 線
私部南４丁目

４０３番５

私部南４丁目

５１３番３
65.60

9417 私 部 １ ６ ０ 号 線
私部南４丁目

４０３番７

私部南４丁目

４０３番８
192.83

9418 私 部 １ ６ １ 号 線
私部南４丁目

４０３番４７

私部南４丁目

４０３番４８
37.22
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認定しようとする路線
路線番号 路線名 起点地番 終点地番 延長（m）

9419 私 部 １ ６ ２ 号 線
私部南４丁目

４０３番１６

私部南４丁目

４０３番５３
92.96

9420 私 部 １ ６ ３ 号 線
私部６丁目

１７４８番１

私部６丁目

１７４９番１
35.97

9421 森 南 ３ ２ 号 線
森南３丁目

２２番１

森南３丁目

２５番３
98.43

9422 私 部 西 ４ ０ 号 線
私部西１丁目

１４７９番２

私部西１丁目

１４７９番６
21.21

9103 幾 野 ６ ９ 号 線
幾野３丁目

１７４４番１１

幾野３丁目

１７５１番３
225.16

9425 幾 野 ８ １ 号 線
幾野３丁目

１６９５番８

幾野３丁目

１６９５番８
34.53
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